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午後２時 開会 

○司会 皆様、こんにちは。定刻になりましたので、始めさせていただきます。 

 本日はお忙しいところ、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいま

から、台風第19号に伴う多摩川浸水被害に関する住民説明会を開催いたします。 

 私は司会を務めさせていただきます玉川総合支所地域振興課長の荒と申します。どうぞ

よろしくお願いします。 

 本日の流れですが、まず区から今回の被害報告等について報告いたします。区から説明

の後、質疑応答の時間を設けます。質疑応答の進め方につきましては後ほど説明いたしま

す。 

 また、説明会終了後、午後５時まで、個別のご相談をお受けいたしますので、よろしく

お願いいたします。 

 本日は記録のため、会場の写真撮影や録音をさせていただいております。個人情報の保

護につきましては、法令に基づき適切に管理しますので、ご了承ください。 

 なお、場内での録画、録音についてはご遠慮ください。 

 後日、個人情報を保護した上で会議録を公開いたします。 

 携帯電話は電源を切るか、マナーモードに設定をお願いいたします。 

 また、本日は報道機関も取材に入っております。冒頭の区側挨拶のみ撮影を許可してお

りますので、ご承知置きください。 

 それでは、最初に配付資料の確認をさせていただきます。封筒の中を出していただい

て、まず本日の次第、次第の裏面には本日の区出席者一覧が掲載されていますので、ご覧

ください。紹介に替えさせていただきます。次に、住民説明会開催に際してのお願い、そ

れから、右上に資料１から資料３まで資料番号が振ってありますが、資料が３種類、それ

から質問記入用紙、最後にお知らせのチラシといたしまして「世田谷区がセーフティネッ

ト保証４号の適用地域として指定されました」から「固定資産税の減免制度がありま

す！」までの計６枚となります。万一不足している場合は、職員がお持ちしますので、そ

の場で手を挙げてください。よろしいでしょうか。 

 それでは、初めに岡田副区長からご挨拶を申し上げます。 

○副区長 世田谷区副区長の岡田でございます。本日は、台風第19号の住民説明会に年末

のお忙しい中、またお寒い中、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

 まずこの度、台風第19号で被災されました皆様に心よりお見舞いを申し上げますととも
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に、住民説明会がこの年末の押し迫った時期の開催となりましたことをお詫び申し上げま

す。 

 本日は、この後、台風第19号の被害状況、国や都、そして区の各種支援制度など、ま

た、被害の調査検証につきましてご説明をさせていただきます。その後、出席者の皆様か

らご質問、ご意見をいただくこととさせていただいております。今回の台風第19号では、

避難所の開設をはじめ、区の対応について多くの課題があることを認識しておりまして、

抜本的な対策の見直しに現在着手しているところでございます。 

 また、台風第19号の浸水被害の調査検証につきましては、12月に学識経験者、国土交通

省、東京都、大田区、世田谷区の職員で構成いたします検証委員会を設置したところでご

ざいます。今月中に第１回の委員会を開催する予定でございますが、委員会の検証状況に

つきましては、地域の皆様に情報提供をさせていただく予定でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 今後とも皆様のご意見、ご提案をいただきながら丁寧に説明をさせていただきまして、

来年の出水期までに水害対策、防災対策の強化に取り組んでまいります。本日はどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○司会 それでは、次第の2.被害報告等について説明します。 

○災害対策課長 それでは、危機管理室災害対策課長よりご説明させていただきます。 

 着座にて失礼いたします。 

 この度の台風第19号により浸水被害に遭われた皆様におかれまして、心よりお見舞い申

し上げます。 

 それでは、資料１をご覧ください。右上に資料１と書かれているものの資料に沿ってご

説明をさせていただきます。 

 台風第19号の接近に伴いまして、10月12日から13日の未明にかけまして暴風雨となり、

区内では区役所本庁舎において瞬間最大風速は35.2メートル毎秒で、１時間の最大雨量は

北沢の雨量観測所におきまして36ミリを記録いたしました。区内における気象情報等につ

きましては、前日の11日の午後３時46分に大雨注意報等が発表されまして、当日の12日の

午後10時34分には大雨特別警報が発表されるなど、記載のとおりの気象情報が発せられた

ところでございます。 

 続きまして、下の段の多摩川の洪水予報についてでございますが、上流の調布市にござ

います石原水位観測所におきまして、水位が6.21メートルに達しまして、午後10時30分に
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は田園調布（上）水位観測所におきまして水位が10.81メートルに達するなど、これまで

にない水位を記録したところでございます。 

 おめくりいただきまして、２ページをご覧ください。区の避難情報でございますが、先

ほどの多摩川の水位情報などを基にしまして、早目に避難情報を出すという災害対策本部

の方針に基づきまして、当日の午後２時45分に警戒レベル３の避難準備・高齢者等避難開

始を発し、午後３時40分には警戒レベル４の避難勧告をそれぞれ記載の浸水想定区域に発

令をいたしました。その後、午後６時45分には警戒レベル４の避難指示（緊急）を玉川

１・３丁目、続いて同日の午後７時30分に、その他の地域を含む避難指示（緊急）を発令

いたしました。 

 また、土砂災害につきましても、当日の12日の午後４時15分に記載の土砂災害警戒区域

等に対しまして、警戒レベルの４の避難勧告を発令いたしました。これらの避難情報につ

きましては、気象情報や水位の状況など関係機関等の情報を基にしまして、翌日の13日午

前４時55分に全て解除したところでございます。 

 次に、３ページをご覧ください。区内の雨量でございますが、烏山で総雨量が292ミリ

を記録するなど、降雨の状況と風の状況につきましては記載のとおりでございます。 

 次に、３の区内の主な被害状況でございますが、区内では特に上野毛、野毛、玉堤、玉

川、鎌田、宇奈根、喜多見等の各地区において発生しております。り災証明等の調査によ

る分類となっておりますが、件数などの詳細につきましては記載のとおりでございます。 

 なお、そのうち区が対応しました排水や倒木、建物被害等の対応については記載のとお

りでございます。 

 おめくりいただきまして、４ページをご覧ください。区内の停電情報でございますが、

区内で発生した地域については記載のとおりでございますが、浸水した一部の地域におき

ましては、15日の午後５時46分まで電力の復旧に時間を要したということでございます。 

 次に、４の区の対応等でございますが、当日の12日の午後11時の時点で区内の27カ所に

設置した避難所につきまして、避難者は5,376人となりました。 

 なお、翌々日の14日の午前10時に全ての避難所を閉鎖したところでございます。 

 次に、５の区の災害対策本部の運営でございますが、台風が接近する２日前の10日木曜

日に設置いたしまして、18日金曜日に災害復興本部に移行した上で、災害対策本部を解散

いたしました。この間、16回の本部長室会議を行いまして、主な決定事項については記載

のとおりでございます。 
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 なお、５ページ以降の内容につきましては、区の方で台風第19号の対応をまとめてござ

います。台風上陸の２日前の10日に災害対策本部を設置いたしまして、当日の区の業務及

び行事の中止等の対応や自主避難場所の開設や避難所運営、増設、避難勧告等の避難情報

の発令、浸水被害地域への排水作業等の応急対策業務、被災者支援や施設復旧等の復旧対

策業務に取り組んでおります。これらの教訓をしっかりと踏まえまして、今後も起こり得

る風水害等に備えまして、災害対策本部体制における取り組みについて今後も検証作業を

行いまして、課題に対して迅速に対応するとともに、各種マニュアル等を修正いたしまし

て、それらの積み重ねを今後も計画等に反映していくなど、防災力の向上に努めて参りま

す。 

 台風第19号の被害状況等のご説明については以上でございます。 

○司会 それでは、次に次第3.支援制度等について説明いたします。 

○玉川総合支所地域施設整備担当課長 地域施設整備担当課長の荒井でございます。 

 この度の台風第19号による被害に遭われました皆様に改めてお見舞い申し上げます。 

 私からは、世田谷区災害見舞金の支給についてご説明いたします。恐れ入りますが、お

配りしています資料２の５枚目、１ページと書いてあるページをお開きください。 

 ここからは恐れ入ります、着座して失礼いたします。 

 この度の台風第19号で全壊の被害に遭われた世帯の方につきまして、１世帯当たり６万

円、床上浸水以上の被害に遭われた方につきましては１世帯当たり４万円をお見舞金とし

て出させていただきます。なお、単身の世帯の方につきましては、それぞれ４万円、３万

円となってございます。 

 恐れ入ります、１枚おめくりいただきまして、２ページ目をご覧ください。 

 該当する世帯の皆様につきましては、年明けに手続に必要な書類をお送りいたします。

お手元に届きましたら、大変お手数ではございますが、必要項目をご記入の上、同封の返

信用封筒でご返信いただきますようお願いいたします。 

 また、支払い方法につきましては口座振替とさせていただきます予定でございますの

で、ご了承ください。ご不明な点がございましたら、管轄のまちづくりセンターまでお問

い合わせをお願いいたします。 

 私からの説明は以上です。 

○窓口調整・番号制度担当課長 それでは、続きまして被災者生活再建支援金の支給と災

害援護資金の貸し付けについてご説明いたします。 
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 私は世田谷区窓口調整・番号制度担当課長をしております嶋津と申します。よろしくお

願いいたします。 

 この度は台風第19号により被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。 

 私も、恐れ入りますが、座って説明させていただきます。 

 それでは、資料２の３ページをご覧ください。 

 ７番、制度の名称のところでございますが、国の制度、被災者生活再建支援金の支給を

ご覧ください。こちらの制度でございますが、つい先日、12月18日、世田谷区が被災者生

活再建支援法の適用になったということの発表を受けたところでございます。支援内容

は、記載のとおりでございますが、台風第19号により居住する住宅が大規模半壊以上、つ

まり全壊、解体、大規模半壊の被害を受けた世帯に基礎支援金として支給いたします。 

 また、支援内容の２行目のところの括弧書きにありますとおり、世田谷区から「災害救

助法に基づくり災証明書」による大規模半壊以上の証明を受けた世帯に支給するものでご

ざいます。 

 なお、大規模半壊までには行かず、半壊であっても、やむを得ず解体に至った場合につ

きましては、基礎支援金の対象となります。 

 さらに、基礎支援金のほかに住宅の建設、購入、補修、賃借に要した費用を補助するた

めの加算支援金を支給いたします。 

 基礎支援金、加算支援金の支給額につきましては、こちらの表に記載のとおりでござい

ますが、住宅の被害の程度と再建方法、複数世帯か単身世帯かによって、それぞれ支給額

が決められております。 

 申請期間につきましては、令和２年１月10日から令和２年２月28日までにお願いいたし

ます。なお、建て替え中などで申請期間中に申請が間に合わないといった場合につきまし

ては、この期間中に、受付・お問い合わせ先までお電話をいただきたくお願いいたしま

す。 

 ４ページをご覧ください。今お話ししました受付・お問い合わせ先でございますが、玉

川地域にお住まいの方につきましては、玉川総合支所地域振興課のこちらの電話番号まで

お願いいたします。 

 １つ上に戻りますが、こちらの必要書類につきましては、現在、東京都等と調整中でご

ざいます。また、詳細が決まりましたら、区のホームページでのご案内のほか、対象世

帯、つまり大規模半壊以上の被害を受けた世帯に、個別に郵送で詳しいご案内を、申請書
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等を含めまして書類でお送りします。その際、返信用封筒を同封いたしますので、申請い

ただく際は、申請書等の必要書類を郵送でお住まいの地域、玉川地域でしたら玉川総合支

所地域振興課まで送付いただきたいと思っております。 

 なお、世田谷区から対象世帯に郵送する時期につきましては、今準備を進めているとこ

ろでございますが、１月上旬を予定しております。申請期間開始の１月10日に間に合うよ

うお届けできるように、準備を進めているところでございます。 

 続きまして、同じ４ページの８番、東京都の制度でございます。同じ名称でございます

が、被災者生活再建支援金の支給ということで、こちらの東京都の制度につきましても、

一昨日、12月19日に東京都から詳細の通知が届いたところでございます。 

 こちらの制度でございますが、国の制度の被災者生活再建支援法で対象になっていない

部分について一部補完するといった中身のものでございます。こちらにつきましても、台

風第19号により居住する住宅が半壊の被害を受けた世帯に、住宅の建設、購入、補修、賃

借に要した費用を補助するための支援金として支給いたします。 

 また、括弧書きにもありますとおり、こちらも世田谷区から「災害救助法に基づくり災

証明書」による半壊の証明を受けた世帯に支給するものでございます。 

 なお、先ほど国の制度でも触れましたが、こちらも半壊であっても、やむを得ず解体に

至った場合につきましては、東京都の制度では対象にはならず、先ほどの３ページの国の

制度での対象となります。 

 基準額につきましては、表に記載のとおりでございますが、住宅の被害の程度は、半壊

が対象でございます。その上で再建方法、複数世帯か単身世帯かに応じて支給額がそれぞ

れ決まっております。ただし、こちらの東京都の制度につきましては、基準額と実際にか

かった支出した費用を比較しまして、少ないほうの金額となります。 

 申請期間は、国の制度と同じように令和２年１月10日から令和２年２月28日まででござ

います。こちらも建て替え中などで申請期間中に間に合わない場合は、この期間中にご連

絡等をいただきたく、お願いいたします。 

 必要書類につきましては、こちらも東京都と今詳細を詰めているところでございます。

準備ができましたら、こちらも区のホームページでのご案内のほか、対象世帯、こちらは

半壊の被害を受けた世帯に、個別に郵送で詳しいご案内や申請書等の書類をお送りいたし

ます。同様に返信用封筒を同封いたしますので、申請いただく際は必要書類、申請書等を

お住まいの地域の総合支所地域振興課まで送付をお願いいたします。 
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 なお、こちらも国の制度と同じですが、申請書等をお送りする時期につきましては１月

上旬を予定しておりまして、１月10日までにお届けできるように、今準備を進めていると

ころでございます。 

 ５ページをご覧ください。続きまして、９番の国の制度でございますが、貸し付けに係

る制度をご説明いたします。 

 災害援護資金の貸付というところでございます。こちらは台風第19号により、おおむね

１カ月以上の療養を要する世帯主の負傷があった場合、または家財の３分の１以上の損害

があった場合、住居の半壊以上、つまり全壊、滅失、流出、大規模半壊、こういった半壊

以上の被害を受けた世帯に対して、生活の再建に必要な資金を貸し付ける、といった制度

でございます。 

 なお、こちらは括弧書きにもありますけれども、世田谷区から「災害救助法に基づくり

災証明書」による半壊以上の証明を受けた世帯主に貸し付けするものでございます。貸し

付けにつきましては、後ほど出てくる所得制限などについて審査がございますが、後ほど

触れさせていただきたいと思います。 

 貸付限度額につきましては、表に記載のとおりでございます。まずは世帯主に１カ月以

上の負傷があったかどうか、それによって大きく変わります。次に家財の３分の１の損

害、住居の半壊などの住宅の被害状況によって、それぞれ貸付限度額が決められておりま

す。 

 貸付利率、据え置き期間、償還期間は、記載のとおりでございます。 

 また、その下の括弧の中のコメ印に記載しておりますが、被災した住宅を建て直す際

に、この住居の残存部分を取り壊さざるを得ない、解体しなければならなくなった、とい

った場合につきましては、こちらの括弧書きの金額が限度額ということになります。 

 なお、こちらの申請期間でございますが、先ほどの支援金より少し短い期間となります

が、こちらは１月10日から１月31日までの期間でお願いいたします。 

 次に、対象のところでございますが、６ページをご覧ください。所得制限が設けられて

おります。昨年の所得が記載の所得以下の方が対象になりますので、こちらをご確認いた

だければと思います。 

 必要書類についてですが、こちらも今、急ぎ準備を進めております。準備が出来次第、

区のホームページでご案内いたします。なお、こちらも対象世帯、半壊以上の被害を受け

た世帯につきましては、個別に郵送で詳しいご案内をお送りする予定でございます。受
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付・お問い合わせ先は記載のとおり、お住まいの地域の総合支所地域振興課までお願いい

たします。 

 続きまして10番、東京都の制度、災害援護資金の貸付でございます。こちらは被災内容

と対象の欄に記載しましたとおり、先ほどの国の制度を受けて、なお貸付金が必要とされ

る場合につきましては、150万円を上限として、こちらの東京都の制度による貸し付けが

受けられる制度でございます。こちらの申請期間につきましても、先ほどの国の制度と同

様、１月31日までということでお願いいたします。必要書類についても、国の先ほどの準

備と一緒に進めているところでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○住宅課長 都市整備政策部住宅課長の蒲牟田と申します。 

 この度災害に遭われました皆様、本当に心からお見舞い申し上げます。 

 私からは、住宅応急修理制度につきましてご説明させていただきます。着座でご説明さ

せていただきます。 

 恐れ入りますが、資料の７ページをご覧ください。 

 11番の住宅応急修理制度でございます。支援の内容につきましては、日常生活に必要で

欠くことのできない部分の修理についてで、そこの部分につきまして、区のほうで事業者

と契約を結び行うというものでございます。 

 対象となる修理につきましては、こちらも災害救助法に基づきまして全国一律の基準と

なっておりまして、日常生活に欠くことのできない部分、例えば居室ですとか台所、トイ

レなど必要最低限の部分の修理が対象となってございます。修理の限度額につきまして

は、「災害救助法に基づきますり災証明書」によりまして、全壊、大規模半壊、半壊の記

載のある場合には、税込みで59万5000円以内のものが対象となります。また、一部損壊、

これはパーセンテージで10％以上20％という準半壊になるんですけれども、こちらについ

ては税込みで30万円以内の限度額となってございます。 

 工事の流れにつきましては、ご申請いただきまして、基本的には区が事業者さんと応急

修理部分につきまして工事契約を行うんですけれども、実際にもう既に契約を結ばれて工

事を依頼し、実際に工事が始まっている場合でも、契約上の金額、応急修理に対応する部

分の区のほうの契約に変えていただければ対象となりますので、そこについてはご相談を

いただければと思います。 

 ただ、工事が終了しまして、工事費が全て支払われている場合には対象となりませんの
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でご注意いただければと思います。 

 対象につきましては、記載の４項目を満たすことが条件となっております。あと８ペー

ジ、対象となります実際にお出しいただく書類等はこちらの書類になるんですけれども、

実際は一旦ご申請いただいて、その中で適用されるか適用されないかのご回答をお出しし

ます。その後に業者さんのほうに見積もりを出していただいて、区のほうの契約分と皆様

の金額を超える部分、こちらを分けさせていただいて契約を結ぶというような形となって

ございます。 

 続きまして、12番の東京都の支援制度を活用しました、これは仮称になっておりますけ

れども、世田谷区令和元年台風第15号・第19号住宅補修緊急支援事業補助金でございます

が、基本的な考え方ですとか工事の内容につきましては、災害救助法に基づきます応急修

理制度と全く同じとなります。 

 ただ、実際の対象となる方が、災害救助法で救われなかった方の部分を救うという制度

になってございますので、災害救助法で出されていないり災証明で10％未満の方、こちら

で工事を伴うものに対しての補助制度になります。ですので、実際に工事が終わられて、

契約書ですとか見積もり書、領収書を見させていただいて、その内容でこちらで補助金を

皆様に支給する形となってございます。 

 こちらの限度額は30万円となってございまして、実際にはまた書類等で細かな部分、工

事の内容等をご相談していただいて、対象となるかならないかというのがございますの

で、一旦お問い合わせいただければと思います。こちらの対応につきましては全て住宅課

で行っておりますので、細かな部分、工事の内容、実際に災害救助法につきましては現在

受け付けを行っておりまして、細かな部分は業者さんを含めて調整させていただいており

ますので、まずはご相談いただければと思います。 

 申請書関係につきましては、ホームページでも掲示させていただいておりますので、ダ

ウンロードしていただいたり、またはもし今日必要ということであれば、本日お持ちして

おりますので、お声がけいただければと思います。 

 東京都のものを活用したものにつきましては、昨日、東京都の要綱が決まっております

ので、今後、対象となると思われる方につきまして、年明けには送らせていただく予定と

なっておりますので、よろしくお願いいたします。私からは以上でございます。 

○司会 主な支援制度について説明させていただきました。支援制度につきましては、資

料２にまとめてありますので、後ほどご覧いただければと思います。 
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 では、次第の4.浸水被害の調査・検証について説明いたします。 

○豪雨対策推進担当参事 それでは、台風第19号に伴う多摩川の水位の状況と浸水被害の

状況につきまして、豪雨対策推進担当参事の桐山からご説明させていただきます。 

 この度は台風第19号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

 説明におきましては、この後、皆様の前面のスクリーンに説明資料を投影させていただ

きます。お手元の資料とあわせてご覧いただきたいと思います。 

 恐れ入りますが、説明につきましては着座にてさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

 初めに、多摩川の水位の状況についてお示しいたします。 

 画面では、大田区田園調布にございます国土交通省の田園調布（上）水位観測所で観測

しました10月12日から翌13日正午までの水位の変動を示しております。12日の16時には氾

濫危険水位の8.4メートル、21時20分には計画洪水の10.35メートルを超える水位となりま

して、22時30分にピークの水位10.81メートルに達しております。 

 こうした中、世田谷区内におきましては、多摩川沿いの多くの地点で浸水が発生してお

ります。宇奈根１・２丁目付近や喜多見１丁目付近では、赤枠内の複数の箇所で浸水が発

生しております。 

 鎌田１丁目付近の野川沿いにおきましては、浸水が発生しております。玉川３丁目付近

では、谷川緑道周辺で浸水被害が発生しておりまして、また兵庫橋近くの堤防が未整備と

なっている箇所付近では、多摩川の水が堤防未整備箇所からあふれ出ております。 

 上野毛２丁目や野毛２丁目付近でも浸水が発生しております。 

 玉堤１・２丁目付近では、大田区田園調布４・５丁目付近とあわせまして、広い範囲で

浸水が発生しております。 

 次に、多摩川の排水樋管と排水樋門についてご説明申し上げます。 

 排水樋管や排水樋門は、どちらも水の流れを制御するための水門でございまして、多摩

川の水位が上昇した際に、多摩川の水が市街地に流れ込んで市街地の浸水を防ぐために水

門を閉めるものとなっております。水門を閉めますと、多摩川の水の流れ込みを防止する

一方で、市街地側に雨が降っている場合などにおきまして、水が水門付近にたまることに

なります。世田谷区内には国が設置しました排水樋管が２カ所、東京都が設置した排水樋

門が４カ所ございます。多摩川の増水時におきますこれらの排水樋管や樋門につきまし

て、その開閉操作につきましては、国や東京都から区が委託を受けております。 
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 次に、区内の樋門、樋管を多摩川の上流側から見ていきたいと思います。一番上流側に

は宇奈根２丁目付近に宇奈根排水樋門がございます。 

 これは宇奈根排水樋門の全景の写真でございます。宇奈根排水樋門は、堤防を挟みまし

て川の中側と住宅地側にそれぞれ水門が設けられております。水門の開閉操作につきまし

ては、それぞれ水門の近くにあります操作盤やハンドルで行います。 

 次に、上流側から２番目にあります水門としまして、国道246号線のバイパスが多摩川

を横断する玉川３丁目付近に設けられております谷川排水樋門がございます。さらに、下

流側の玉川１丁目の区立玉川福祉作業所付近に設けられています新玉川排水樋管がござい

ます。 

 この写真は谷川排水樋門の写真でございます。左上の水門の上部と操作盤が写っている

写真、右下が多摩川に流れ込む部分の状況を撮った写真でございます。 

 こちらは新玉川排水樋管になります。堤防を境に住宅地側の浸水状況や多摩川の河川水

位の状況に応じまして、自動で水門が開閉するようになっております。 

 さらに下流側に設けられている水門としまして、第三京浜が多摩川を横断する付近に下

野毛排水樋門がございます。また、さらに下流側の野毛１丁目、玉堤２丁目付近におきま

して、谷沢川と多摩川が合流する部分におきましては玉川排水樋管がございます。そし

て、さらに下流側の玉堤１丁目付近には等々力排水樋門がございます。 

 こちらは下野毛排水樋門の写真でございます。この樋門には、堤防を挟みまして住宅地

側と河川側にそれぞれ１つずつ、計２つの水門がございますけれども、河川内の水門と操

作盤は、堤防から張り出した桟橋の先に水門と操作盤がございます。 

 こちらは谷沢川の水を多摩川に放流する場所にある玉川排水樋管でございます。青色の

水門の上部に水門の操作をする部屋が設けられていることが他の水門と違う特徴となって

おります。 

 こちらは等々力排水樋門になります。左上の写真でご覧のとおり、堤防から河川内に長

く張り出した桟橋、約15メートルございますが、その先に水門と操作板が設置されており

ます。 

 こちらは世田谷区と大田区の境に設けられている上沼部排水樋門でございます。この樋

門は、堤防を挟んで住宅地側と河川内にそれぞれ１つずつ計２門の水門がございますが、

住宅地側の水門には排水ポンプ施設が備えられている特徴がございます。 

 次に、多摩川の水位の上昇と樋門や樋管の操作について、イラストを使ってご説明申し
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上げます。 

 この図は多摩川に流れ込む河川や下水道、水門及び多摩川の関係を多摩川の上流から下

流側に向かって見たときの状況を模式化したものでございます。平常時におきましては、

河川や下水道の水は多摩川に流れ込んでいる状況でございます。 

 多摩川の流域で雨が降りますと、多摩川の水位が上昇してまいります。しかし、多摩川

の水位が河川や下水道の水位を下回っている場合におきましては、河川や下水道の水につ

きましては多摩川に排水が十分可能となっております。 

 多摩川の流域でさらに雨が続きまして、多摩川の水が上昇して河川や下水道の水位の近

くになりますと、河川や下水道の水の排水が悪くなりまして、水門付近の住宅地に浸水が

見られる形になってきます。 

 さらに、多摩川の水位の上昇が続きまして、河川や下水道の水を多摩川に排水ができな

くなると、その時点で水門の開閉操作を開始します。そして、多摩川の水位が河川や下水

道の水位より高くなって多摩川の水が河川や下水道に流れ込む逆流現象を避けるために水

門を閉めることになります。 

 引き続きまして、降った雨が多摩川に排水される際に、それぞれの水門が担っています

排水区域を下水道の告示された区域の資料をもとにしましてお示しいたします。 

 初めに、宇奈根排水樋門につきましてですが、宇奈根排水樋門は宇奈根排水樋管という

下水道雨水管を通じまして、画面に紫色に着色しました区域の雨水の排水を担っておりま

す。 

 次に、谷川排水樋門ですが、この樋門につきましては、谷川雨水幹線という下水道雨水

管を通じまして、画面のだいだい色に着色した区域のうち、下水道雨水管の整備がされて

いる区域の雨水の排水を担っておりまして、今お示ししますだいだい色の全体の面積の約

３割相当の雨水排水を担っているところでございます。 

 次に、下野毛排水樋門でございますが、この樋門につきましては下野毛雨水幹線という

下水道雨水管を通じまして、画面の河川の表示の部分を除く水色に着色しました区域の雨

水の排水を担っております。 

 なお、下水道の告示の区域には入っておりませんが、斜線で示す区域についても、下野

毛排水樋門の雨水の水は、この樋門で排水を担っているような機能でございます。 

 なお、この資料につきましては、皆様のお手元の配付の資料に抜けておりますが、画面

のほうでご覧いただきたいと思います。 
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 次に、玉川排水樋管でございますが、こちらにつきましては谷沢川を通じまして、画面

の水色で着色した区域の雨水の排水を担うとともに、谷戸川、丸子川、谷沢川、これらを

通じまして、画面の濃い水色に斜線で表示した区域で、７割相当の雨水の排水を担ってお

ります。この玉川排水樋管につきましては、他の水門と比べてとても広い区域の雨水排水

を担っております。 

 次に、さらに下流部では等々力排水樋門がございます。この樋門につきましては、等々

力雨水幹川という雨水下水道管を通じまして、画面の薄緑色で着色しました区域の雨水排

水を担っております。さらに下流で、世田谷区と大田区境にございます上沼部排水樋門に

つきましては、上沼部雨水幹線という下水道雨水管を通じまして、画面の桃色で着色しま

した区域の雨水の排水を担っております。 

 続きまして、樋管と樋門の操作状況についてお示しいたします。画面は台風第19号が上

陸しました10月12日から翌13日の世田谷区内の樋管と樋門の操作状況の一覧でございま

す。樋管や樋門につきましては、多摩川の水位の上昇状況などから画面に示します、一覧

表の時間に閉鎖をしております。なお、等々力排水樋門につきましては、樋門付近の道路

冠水や強風、停電によりまして樋門を閉鎖することができない状況でございました。 

 次に、現時点で想定されます浸水被害の主な要因についてお示しいたします。まず、二

子玉川地区の堤防未整備箇所の浸水被害につきましては、堤防未整備箇所において増水し

ました多摩川の水が溢水したこと、宇奈根１・２丁目付近、鎌田１丁目付近、玉川３丁目

付近の浸水被害は、宇奈根排水樋門、谷川排水樋門の閉鎖に伴う浸水、鎌田１丁目付近の

浸水被害は多摩川の水位上昇に伴う野川の溢水、それらが想定されます。 

 また、上野毛２丁目、野毛２丁目付近の浸水被害につきましては、複合的要因が考えら

れまして、下野毛排水樋門の閉鎖に伴う浸水と無堤防箇所で浸水した多摩川の水が下水道

雨水管に流入しまして、下流であふれたということが想定されます。 

 また、玉堤１・２丁目、大田区田園調布４・５丁目付近の浸水被害につきましては、複

合的要因が考えられ、玉川排水樋管と上沼部排水樋門の閉鎖に伴う浸水のほか、等々力排

水樋門を閉鎖できなかったことで多摩川の水が住宅地に流入した可能性があることと、住

宅地に降った雨が多摩川に排水できなかったことなどが想定されます。 

 それでは、ここで玉川排水樋管、谷沢川の下流にある水門でございますが、そこの近く

の10月12日の６時から24時までの10分間ごとの静止画像を連続的に映像化したものをご覧

いただきたいと思います。映像時間につきましては２分弱となります。 
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 なお、21時以降について観測ができなくなり、映像が途切れます。あらかじめご了承を

お願いします。 

 それでは、映像のスタートをよろしくお願いします。 

 右側の画面の上に日にちとその時点の時間が書いてありますので、そちらもあわせてご

覧ください。 

 ６時時点では、まだそれほど増水していないことがわかります。この後、12時過ぎから

増水が顕著になってまいりまして、また17時40分ごろには谷沢川の左側、皆さんの向かっ

て左側、左岸の護岸天端付近まで水位が上がって参ります。ただいま12時ごろでございま

す。 

 この時点で多摩堤通りの下を潜るトンネル２門が完全に見えなくなってしまっていま

す。さらに、19時ごろになりますと、明らかな溢水が見られますので、ご覧いただきたい

と思います。 

 この後、21時以降から観測ができなくなってしまって、真っ暗な画面になってしまいま

すけれども、ご了承ください。観測ができなくなってしまったのは、水位が上がり過ぎた

のと停電の影響というふうに推測しております。 

 それでは次に、今ご覧いただきました映像現場の付近におきます、谷沢川の溢水の最高

水位の痕跡についてお示しいたします。向かって左側の写真は、10月15日に撮影しました

玉川排水樋管近くの左岸の様子でございます。ネットフェンスに増水したときに付いた

草、枯れ葉などの跡が残っておりまして、護岸の一番上の天端から約1.1メートル、水が

溢水したことがわかります。 

 また、向かって右下の写真は、同日に撮影しました谷沢川と丸子川の合流付近の滝之橋

のすぐ上流側の写真、左側の護岸の様子でございます。こちらもネットフェンスの下のほ

うに枯れ葉などによる痕跡が残っておりまして、溢水した状況がこれで読み取ることがで

きます。 

 最後に、今後の当区の当面の対応についてお示しいたします。今後、世田谷区では、庁

内に学識経験者のほか、国、東京都、大田区及び当区の職員によります浸水被害を検証す

る委員会を組織しまして検証に着手いたします。そして、浸水被害の検証など関係機関と

情報を共有するとともに、国、東京都への改善等、水害の被害軽減の要請など連携して今

後取り組んでまいりたいと考えております。 

 説明は以上になります。 
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○司会 それでは、これから質疑応答に入ります。発言されたい方は、まず挙手をお願い

いたします。指名は私、司会のほうからさせていただきます。 

 職員がマイクをお持ちしますので、指名された方はお住まいの町名、例えば玉堤１丁目

の何々というように、町名とお名前をおっしゃってからご発言をお願いいたします。 

 できるだけ多くの方のご意見をお伺いしたいので、ご発言は１人３分以内でお願いいた

します。 

 それでは、質疑等がある方は挙手をお願いします。 

○区民１ 玉堤１丁目に居住しています●●●と申します。 

 玉堤１丁目のマンションに居住しておりまして、今回の台風19号でマンションの１階共

用部分、一部専有部分に甚大な被害を受けております。 

 多摩川の排水樋門の開閉に関して質問です。ご説明いただきましたスライドで言います

と23ページ、今回の台風ではこのような状態になったというふうに理解しました。そのた

め、樋門を閉じるという判断をされたということだと思います。しかしながら、等々力排

水樋門に関しては閉じることができなかった。そのために雨水に加えて、多摩川の水が流

入して被害がより広がった、このように理解しました。その理解で正しいかということ。 

 あと、等々力排水樋門が今回閉められなくて被害が拡大したのであれば、同様の台風が

来たときに、また強風だ、停電だ、冠水だと言って、同様に閉められなかったということ

では困るので、それに対して次回はどのような対応をとられるのか、それについてのお考

えをお聞かせください。 

○工事第二課長 工事第二課長の筒井でございます。お答えいたします。 

 等々力排水樋門につきましては、私どものほうでは、スライドにもございましたとお

り、確認をいたしまして、閉めるというタイミングにおいて向かったところでしたが、溢

水等、あるいは停電等で阻まれて閉めることができなかったというのは事実でございま

す。それにつきまして、この一帯につきまして、あふれた溢水とか、そういったものにつ

いては、先ほど申し上げたとおり、複合的な要因もございますので、等々力排水樋門の影

響だけとは限らないのかなというふうに考えてございまして、後ほどの検証にかけていき

たいと考えてございます。 

 また、等々力の今後の対応でございますが、樋門全般に言えることなんですが、かなり

危険性が伴うということで、樋門の管理者である東京都下水道局に対しまして、安全の確

保とか、あるいは遠隔操作とか、そういったものも要望しているところでございまして、
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近年には、とりあえず柵、渡るところの通路の柵ですが、こういったところも高くしてい

ただくように、あるいは堤外地で遠隔で操作できるようにお願いしているところでござい

ます。今後は、そのような形で対処していきたいと考えてございます。以上でございま

す。 

○司会 よろしいでしょうか。 

○区民２ 上野毛１丁目の●●●と言います。 

 一番最後の対策で、ただいまの等々力での閉められなかったこととか、いろいろな対応

とあわせて、これからどういう総合的な激甚災害、気候変動の激しい昨今の状況で予想さ

れるもとで、何と何と何と何について、どういうふうに検討して、何か委員会も作るそう

ですが、いつまでに、どういうふうにまとめて知らせていただけるか。 

 具体的に申し上げますと、１つは貯水池あるいは槽などの計画、その中の例えば二子玉

川再開発に関連しまして、二子玉川公園の下に貯水池・槽があるはずなんですが、それが

どれぐらい効果を発揮したかとか、同様のものはどことどことどこにあって、どれぐらい

効果を発揮したのか、足りなかったのか。今後予想されるところでは、さらにどういう対

策が必要かなど、これは一例ですが、それらについてご説明をいただきたいと思います。 

 それから２つ目は、今もご質問があったんですけれども、何であれは開けられなかった

のか、停電だけな訳ですかね。 

 それと、区が受けてやっているというので、今のご説明ですと水道局に要請するという

んですけれども、こういう災害対応のとりあえず区の体制上の検証とこれからの対策も、

ぜひ総合的な対策で検討していただきたいと思いますが、その点はいかがかということ。 

 最後に３つ目、ただいま環八沿いに、もっと前の谷沢川等の水害などの契機があって、

環八沿いに水の流れを制御する工事をやっているはずなんですが、これはどう進捗してい

て、今後どういう効果が期待されるのか、あるいは足りなければどうするのか。要する

に、総合的なこれからの災害対応をどう立てて、いつまでにどう決めて、どういうふうに

布告をして、どう実施していくかというのをお話しいただきたいと思います。以上です。 

○豪雨対策推進担当参事 それでは、今の●●●さんのご質問についてお答えをさせてい

ただきます。 

 私、豪雨対策の桐山でございます。 

 まず、検証についてですけれども、先ほどもご説明で少し触れておりますけれども、検

証委員会を立ち上げた中で検証する内容としまして、主に今回の、先ほども今の時点で想
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定されるというご案内をさせていただきましたけれども、この浸水がどうしてこういう形

で起きてしまったのかというところを、まず現状をできるだけ把握して検証をしっかり、

発生したメカニズムといったものをまず把握したいと思います。 

 その上で、今回以上の台風などの降雨も今後起こらないとも限りません。これは誰でも

予測できないところだとは思いますけれども、少なくとも今回と同程度のものが起こるこ

とも十分あり得るのではないかなと。昨今、日本全国どこかしら浸水被害が発生して、大

きな災害報道がある中で、また世田谷でも来年も起きないとも限らないという危機感を持

っております。 

 そういった中で、少しでも減災につながる取り組みをしたいということを認識しており

まして、その中で今申し上げました発生のメカニズムをしっかり把握した上で、まずは短

期的にとれる行動、それから中長期的に対策を練らなくてはいけないこと。世田谷区でで

きること、世田谷区ではできないので関係機関も連携してお願いしてやっていかなくては

いけないことが考えられます。そういったものをしっかり見据えていきたいと思っており

ます。 

 検証委員会の中では、先ほどもご案内したように、国や東京都の方にも入っていただき

ますし、お隣の大田区のほうでも浸水被害が大変な状況がありますので、そちらとも情報

連携等をしながらやっていきたい。２月に１回中間報告して、早ければ６月に取りまとめ

られたらなという形で思っております。 

 ただ、その後も中長期的なものについては、特に国や東京都に働きかける部分が多々あ

るかと思いますけれども、連携しながら、皆様の安全安心を守るために頑張っていきたい

と思います。これが１点目です。 

 あと、何で閉められなかったかという２つ目のお答えについてですけれども、これも検

証委員会の中で検証する内容の中で、樋門、樋管の操作の有様について確認をしてまいり

ますので、その中でやってまいりたいと思います。 

 それから、３番目の最後のご質問の中で、環八沿いに水の流れの工事、これは恐らく東

京都の建設局が今進めていただいています谷沢川の分水路の工事のことをおっしゃってい

るのかなということで、そういう理解でここはご答弁を申し上げます。今、既にこの近く

に都立園芸高校の果樹園がありますけれども、そちらで工事が、立坑、シールド工事とい

う形の工法をとって、要するに、モグラみたいに地下にトンネルを、なるべく地上の影響

が少ないように、そういう工法をとってもらうんですけれども、シールドマシンを地下に



18 

 

入れるための立て坑という縦の穴を掘るための工事を今年度から着手していただいており

ます。 

 これにつきましては、たしか令和６年までに完成させるという形で頑張っていただいて

おりますけれども、こちらも一日も早く完成してもらえるように、地元の世田谷区としま

しても、東京都建設局と連携しながら、早い完成を見るように頑張っていきたいと思いま

す。 

○司会 よろしいですか。では、ほかに。 

○土木部長 もう１点ご質問をいただいていたと思います。 

 私、土木部長の関根と申します。 

 この度、被害に遭われました方々に改めてお見舞い申し上げます。 

 もう１点のご質問でございますが、二子玉川公園を例にとって調整池というんですか、

雨水の貯留槽のお話をいただいたと思うんですが、こういうふうに水をためるものにつき

ましては、大きなものですと川の遊水地、有名なところですと利根川にございます渡良瀬

遊水地というのを聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、そういうよ

うな大河川には上流とか中流で水をためるような広い場所を持っている河川もございます

が、残念ながら多摩川にはそういうものがございません。国では、そこら辺を再度認識し

て、そういう遊水地がない中でも対策をとっていくということを今考えているということ

で聞いております。 

 二子玉川公園の話を伺いましたが、二子玉川公園は区の基準に基づきまして、雨量で言

いますと100ミリ、ちょうど10センチまでは雨水を抑制するようになっております。簡単

に言いますと、大体あそこの公園は６万3000平方メートルほどございますので、6300立方

メートル以上は抑制するような施設となっております。 

 また、私ども世田谷区としましては、区内全部、今回の流域の谷沢川も含めてですけれ

ども、マンションとかをお建ていただく場合には、一定量の雨水を貯留するような水槽を

設けていただくとか、雨水を地下に浸透するとか、そのような取り組みもご協力いただい

ている次第でございます。雨水を貯めるというのは、先ほど申し上げました遊水地のよう

な大きなものから小さいものまで、多々いろんな段階のものを組み合わせて対策を取り組

んでいるところでございます。以上でございます。 

○区民３ 上野毛の●●●と申します。 

 つい最近テレビでやっていたように、柔軟な対策ということで家を高床式にしたりする



19 

 

と思うんですけれども、上野毛付近は風致地区で高さ制限とかいろいろ建築が難しい場所

なんですけれども、その辺の緩和とかも考えていらっしゃるでしょうか。 

○土木部長 私、土木部長からお答え申し上げます。 

 現段階で高さの緩和というところまでは検討に至っている次第ではございませんが、た

だ、これまで建物を建てる際のお願いとしましては、特にたびたび浸水するような場所に

おいては、地下車庫とかそういうものについてはなるべく避けていただく。または今回、

二子玉川で多摩川の無堤防箇所から溢水した場所もございますけれども、例えば、その前

のマンションでは止水板ということで、マンションの入り口に板を立てるような構造でも

ともとつくってございまして、それで浸水を抑えることができたという事例もございま

す。我々は、これまでも建物を建てる際には地下をなるべく控えていただくとか止水板を

つくっていただく、そのようなお願いをしている状況でございます。以上です。 

○区民４ 戦前から玉川地区に住んでおります●●●と言います。今は奥沢８丁目に住ん

でおりますけれども、シニアですので、そういう観点から感じたこと、疑問を申し上げた

いと思うんですね。 

 私は、世田谷区については、人口が随分増えているわけですけれども、これはもう１度

根本的な観点から土地利用を考え直さないといけないのではないかと思っております。例

えば、従来から国交省をはじめ、行政がなさっていらっしゃった対策というのは、対症療

法といいますか根本的な対策ではない。ですから、例えば、今回のような洪水が、よく言

われておりますように、原因は自然災害ということではなくて、人為的な原因から起きて

いるのではないかと言われているようですが、もしそうだとしますと、今回のような災

害、あるいはそれ以上のものが今後も引き続いて起きてくるということを覚悟しなくては

いけない。どこかの時点で根本的な対策を考えなくてはいけないのではないかと思いま

す。 

 例えば、簡単な質問ですけれども、今、多摩川には各地にいわゆる取水堰のようなもの

が残っていますけれども、ああいうものと今回の水害の場合の水位との関連は無関係と言

えるのかどうかということもあります。例えば、少し話が大きくなりますけれども、国交

省が今一生懸命やっていらっしゃる国土の強靱化という対策は、もともと大変な費用がか

かって、しかも、その効果は一体どのようなものかということを立証することができな

い。つまり、いわゆる対症療法とは言いながら効果がわからないということではないか。

そんなことよりも、むしろ今考えなくてはいけないのは、さしずめ災害を受けた方の生活
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再建、これは先ほどご説明があったような程度のお金では到底再建できない。 

 どうしてそういうことが言えるのかということですけれども、つまり、こういう制度が

作られてきた経過、今まで日本人は割と豊かな金融資産というものを持っていた。だけれ

ども、今この数十年の間の不況で非常に貧しくなっていて、自分の力ではとても再建でき

ないということがあるのではないか。そして、こういうところにもし潤沢な資金を提供し

て生活再建ができるということになりますと、それはその方にとって有効であるだけでな

くて、そういうものに使われたお金は地域全体に直接貢献するという性格を持っているの

であって、これはこれからのまちづくりという観点からいっても、ぜひ十分な資金を提供

するようにする必要があるのではないか。 

 いろいろ申し上げましたけれども、先ほど申しました取水堰は関連があるのかどうか、

その点についてだけご回答いただければと思います。 

○土木部長 では、今のご質問について、土木部長の私、関根からお答え申し上げます。 

 ご指摘いただいている取水堰は、今回の台風被害につきましては、多摩川を管理してお

りますのが国土交通省の関東地方整備局の京浜河川事務所というところでありまして、今

回の台風被害を非常に重く受けとめて、さまざまな取り組みを今後やっていくということ

で聞いております。また、私ども世田谷区といたしましても、今回の検証委員会の中にも

国土交通省の職員も入っていただいているように、国と都、区が一体となって、またはこ

の近隣の自治体で申し上げますと、川崎市、大田区、世田谷区の３者で連携して、新聞報

道ですと、大田区との関係でいろいろ話題に上がっているのを聞いた方もいらっしゃいま

すけれども、大田区ともしっかりと連携をとりながら、行政が一体となってさまざま対応

してまいります。今いただいた取水堰につきましても、国土交通省にしっかりと確認をと

ってまいります。以上です。 

○区民５ 私は、野毛２丁目付近に住んでいる●●●と申します。 

 今回の２丁目付近の原因が２つ書いてあって、下野毛排水樋門の閉鎖、それから無堤防

箇所から溢水した排水が下水道管に流れ込んだと２つを上げているんですけれども、実は

内容がさっぱりわからないんです。１つは、下野毛の排水樋門というのは何のために閉め

るんですか。要は、丸子川があふれることからここを閉めたんでしょうか。そうすると、

そういう原因であれば、今後、大雨が降ったときはこの排水樋門というのは常に閉まる可

能性がありますか。これが１つの質問です。 

 ２つ目が、無堤防箇所からあふれ出した水が下水道管に流れ込んだ。下水道管に流れ込
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んだ水が、何で下野毛のほうにあふれるんですか。二子玉川の近くですから、浸水する範

囲がもっと大きくなったんじゃないですか。これが２つ目の質問です。 

 ３番目が、ピンポイントなんですけれども、今後、野毛の溢水が起こらないようにする

にはどうしたらいいんですか。 

 この３つについてよろしくお願いいたします。 

○豪雨対策推進担当参事 ただいまのご質問は豪雨対策推進担当参事の桐山からお答えさ

せていただきます。 

 まず、１つ目の下野毛排水樋門の役割といいますか、丸子川との関係のお尋ねがありま

したけれども、下野毛排水樋門につきましては、丸子川というよりも多摩川との関係にな

ります。多摩川の水位が上がったときに、多摩川を流れる洪水が住宅地側に流れ込んでし

まうことを防止するために閉める。水門はみんなそういう性格を持っているんですけれど

も、下野毛につきましても設けているところでございます。ですので、多摩川の洪水がい

っぱい押し寄せている、一般的に水門を閉めてしまうことによって出る影響、水門を閉め

ますと、例えば下野毛下水道雨水幹線ですけれども、川でもいいんですけれども、上流か

ら流れてくる水が、本来ですと水門が開いていれば多摩川のほうに流れていきます。それ

を閉めることによって多摩川のほうに流せなくなりますので、行き場がなくなって水門の

付近を中心にどんどん上流側に向かって水がたまってしまいます。 

 多摩川の洪水が住宅地側に流れ込んでくる影響と、水門を閉めたことによって上流から

流れてくる水がたまったことによる浸水の影響と、どちらの影響が大きいかなと。多摩川

のほうから流れ込んでくる、これを通常外水氾濫といいます。外水氾濫という言葉は、マ

スコミ等の報道でも聞いたことがある方も大勢いらっしゃるかもしれません。一方で、住

宅地側の水門等を閉めたことによって浸水が起きることを内水氾濫と言っております。内

水氾濫と外水氾濫の比較をすると、状況によっても違う場合もあるかもしれませんが、一

般的には、外水氾濫のほうが圧倒的に被害の影響が大きいと言われております。そういう

ことで、内水氾濫が起きることはあるんですけれども、水門は閉めるという形を全国的に

とっているという状況です。 

 ただ一方で、水門を閉めたうえで、内水を一定程度排水をすることにより、多摩川の外

水の洪水がおさまる時間を稼げる場合もありますので、排水ポンプ施設ができないかとい

うことを、世田谷区では関係機関、河川管理者と下水道管理者にお願いしているところで

ございます。これが１つ目のお答えでございます。 
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 あと、２つ目のお答えについてですけれども、なぜ多摩川の二子玉川の堤防ができてい

ないところからあふれた水が影響するのか。これは今の推測でございまして、これから検

証の中ではっきりさせていきますけれども、スクリーンをご覧ください。先ほど私のほう

で下野毛の排水樋門については、下野毛下水道雨水幹線を通じてというご説明をさせてい

ただいているかと思いますけれども、上流のほうに行きますと、二子玉川の再開発のエリ

アのほう、昔、都立玉川高校があって、今、東京都の公文書館が開設されている脇のとこ

ろまで上流に行くと、下野毛の雨水幹線というのは通っております。 

 今回、暫定堤防といって10年前ぐらい前に上流につくった堤防がありますけれども、そ

この横の道路、今、二子玉川の堤防がないところからあふれた水が、青線で書いてある雨

水管のルートを通って、下野毛排水樋門に通じる下野毛の雨水幹線につながっておりま

す。結局流れ込んで、青い線の多摩川の一番端っこから多摩川沿いに二子玉川の駅を通っ

て、そこに道路があるんですけれども、二子玉川の堤防がないところからあふれた水が道

路の上を通って、今、赤いポインターで示していますラインのところを伝わって流れてい

ったと推測しております。 

 あと、溢水しないような対策ということでございますけれども、まず１つは、無堤防箇

所に一日も早く堤防をちゃんと整備してほしいということを国土交通省にも改めてお願い

しておりまして、これは区長からも改めてお願いしてもらいましたけれども、それをやっ

てもらうこと。それから、先ほどちょっとお話をしましたように、下野毛の排水樋門のと

ころに排水ポンプ施設を作ってもらえるようにという形で、対応をお願いしているところ

でございます。以上でございます。 

○区民６ 私は、玉堤１丁目に住んでおります●●●と申しますが、世田谷区の説明会、

大田区は１カ月前に終わっているんです。何でこんなに遅くなったのか回答していただき

たいと思います。 

 それから、今回、私は、自然災害ではなくて人的災害じゃないかということを疑ってい

るんです。なぜかというと、大田区の説明を僕は聞きました。そのときに言われたこと

は、等々力の排水のところが閉められなかった、開いたままだった。開いたままでしたか

ら、多摩川の水が逆流して町のほうへ入ってきている。そのビデオが全部公開されまし

た。皆様方は見ていますか。我々は見ています。それによると、等々力のところから水が

どんどん町のほうへ流れてくる、その流れをある人が全部ビデオに撮りまして、それを大

田区に提供したんです。我々はそれを見せてもらいました。ですから、これが全てとは言
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いませんけれども、かなり大きな影響があったのではないか。 

 先ほど停電があったから云々というのがありましたけれども、停電はもっと遅かったん

です。僕は多摩川のすぐそばに住んでいるものですから、夜８時ちょっと過ぎに土手に出

てどうなんだろうかと見に行きましたけれども、我々のところでは多摩川の水は７割５分

ぐらいしかなかったんです。玉堤１丁目のところです。ですから、閉めなくても大丈夫と

いうんじゃなくて、早目に閉めておけば完全に閉められたのが閉めなかった影響が一番大

きいのではないか。これについて、ぜひご回答をいただきたい。 

 それから、これだけ区民の人がいっぱい来ているのに何で区長が出てこないんですか。

当然謝るべきなんじゃないですか。それを私は抗議したいと思います。 

 それからもう１つ、大田区では、その後、被害を受けた家々をどんどん回っていまし

て、消毒作業をやっています。多分アルバイトの人だと思いますけれども、世田谷の地区

のところまで入ってきて、アルバイトの人が３人ぐらいでチームを組んで消毒に回ってい

るんです。ところが、僕は世田谷区ももうじきあるんじゃないかと思うんですけれども、

世田谷区は何にもないんです。消毒作業をするのには床上浸水の人じゃないとだめだと書

いてあるじゃないですか。僕のところは床下ですが、床下もいっぱいいるんです。結局そ

ういうのをやってくれる人が回ってこないんです。こういうのは申し込みをしないとでき

ないんですか。それはおかしいんじゃないですか。ぜひもうちょっと区民に誠意を示して

やっていただきたいと思います。以上。 

○玉川総合支所長 玉川総合支所の岩元でございます。私から２点、ご回答を申し上げた

いと思います。 

 この説明会が遅くなった理由でございます。まず、遅くなったことに関しまして、誠に

申し訳ございませんでした。この場をお借りして謝罪を申し上げます。今回、遅くなって

しまった理由の１つとしましては、先ほどちょっと説明させていただきましたけれども、

被災者生活再建支援法が18日にやっと国から適用を受けたということもございまして、こ

の辺の確認作業等をさせていただいたところもございまして、この時期になってしまった

というところでご理解を賜れば大変ありがたいと思います。申し訳ございませんでした。 

 それからもう１つでございますが、区長の出席についてでございますけれども、本日の

説明会に関しましては、今回の台風の現状と支援制度等、また水害被害の調査の取り組み

等についてご説明する会ということで開かせていただきました関係で、実務の責任者であ

ります副区長が出席するということで準備させていただいたところでございます。こちら
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についても誠に申し訳ございませんけれども、ご理解を賜わればありがたいと思います。

すみません、どうぞよろしくお願いいたします。 

○土木部長 ２つ目の質問でございます。今回の浸水被害は人的災害ではないのか、大田

区の説明によると等々力排水樋門が閉められなかったから逆流して浸水したのが主な原因

じゃないかと、それについてお答え申し上げます。 

 まず、先ほど説明させていただいた中で、今回の玉堤、あと田園調布４・５丁目付近の

浸水については複合的な要因ということで考えてございます。繰り返しになって申し訳ご

ざいませんが、２つの水門、玉川排水樋管と上沼部排水樋門の閉鎖に伴う、先ほどもご説

明したような内水による浸水です。あと、ご指摘いただいてございます等々力排水樋門

が、誠に大変な状況の中で閉められなかったということでございますけれども、これを閉

鎖できなかったことで多摩川の水が逆流した可能性、ここはまさに大田区の説明会の中で

もご指摘ということで理解してございますけれども、そこの点と、住宅地に降った雨がそ

もそも多摩川に排水できなかった。その他もいくつかありそうなんですけれども、その複

合的な要因と考えてございまして、いずれにしましても、今後の検証の中でそこら辺はど

の程度影響があったのか、どういうふうに影響があったのか、そこはしっかりと検証して

まいりたいと考えてございます。 

 それと、早目に閉めたほうがいいんじゃないかというご指摘ですけれども、やはり先ほ

どスライドでも見ていただきましたとおり、住宅地に降った雨が多摩川に排水している間

は水門を閉めてしまいますと、住宅地に浸水しなくていい水が浸水してしまうということ

でございまして、これは適切なタイミングでしっかりと閉めるということで、今後とも取

り組んでまいりたいと考えております。そうはいいながらも、今回、１カ所の水門を閉め

られなかったことは事実でございますので、そのことを含めて検証してまいります。以上

でございます。 

○生活保健課長 世田谷保健所でございます。私からは消毒のことについてご説明させて

いただきます。 

 世田谷保健所では、19号の大雨以降、約200件強の床上浸水の方を対象にしまして、専

門業者による消毒をさせていただきました。現在でも消毒は受け付けております。今週も

消毒して欲しいんだというお電話がありましたので、その対応を来週する予定になってご

ざいますので、床上浸水で不安だという方、消毒をしてもらいたいという方は、世田谷保

健所までお電話をいただきたいと思います。 
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 それから、大田区と比較して世田谷区は床上だけで床下浸水はしていないじゃないかと

いうお話でございます。この答えは２つありまして、１つは、国からも床下浸水に関して

は特に消毒は必要ありませんというのが見解として出ております。ただし、その場合でも

とにかく乾かしてください、よく乾かすことで消毒の必要というのはなくなります。そし

て、もう１つの答えなんですけれども、そうはいっても、こちらにいらっしゃる皆様は消

毒しなくて大丈夫なのかという不安を抱いている方もいらっしゃると思います。 

 そのために、現在、この近くですと等々力のまちづくりセンターや上野毛のまちづくり

センター等で消毒液を配付してございます。その消毒液は、こういうふうにすればいいで

すよと簡単に消毒ができるようなペーパーもつけて配付していますので、もしよければそ

ちらをお使いになられて、床下浸水の場合、庭も含まれるんですけれども、誠に申し訳ご

ざいませんけれども、そんなに難しくありませんのでご自身で消毒していただければと思

います。消毒に関して疑問点、不安な点がございましたら、いつでも世田谷保健所までご

連絡ください。以上でございます。 

○区民７ 私は、大田区田園調布５丁目の●●●●です。まず、この説明会を設けていた

だき、ありがとうございます。 

 ぜひ、レッスンランで、ここで起きたことというのは必ず将来また起きると思いますの

で、しっかりと世田谷区、大田区だけではなく日本中に活かしていきたいと思います。そ

のためには事実認識をしっかりしないとだめだと思いまして、ちょっとしつこいようです

が、先ほどの等々力水門の事実認識を教えてください。誰がどうのではないです。私は、

前回の11月24日の大田区の説明会でも、これが要因であるという報告があったので、そこ

で質問しました。そのときは下水道局の方に答えていただきました。詳しくは、ここの操

作責任は世田谷区にあると、なので世田谷区に確認するとそのときはおっしゃっていまし

た。11月24日です。最初の質問は、下水道局から質問が世田谷区にありましたか。その調

査が進んでいますか。 

 ２つ目は、大田区と世田谷区と国が協力し合って進めるという話がありました。11月24

日に大田区は、先ほど誰かが説明していましたけれども、パワーポイントとビデオで説明

がありました。資料もあります。ここに座っている皆さんは、基本としてその資料は既に

目を通しているという理解で正しいですか。そうしたら、その説明の資料の内容と今日説

明した内容というのは必ず合っていてほしいです。区というのは、我々から見て正直あま

り関係ないところなんです。何とかしてくださいというのがあります。 
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 それで、最後の水門のところの質問です。水門が閉められなかった理由として、停電と

冠水と風とありました。上沼部、大田区側の水門が閉まったのは６時です。ただ、閉めた

後、８時か８時半まで40人の人たちがポンプで水の吐き出し作業をやっていました。それ

と、等々力排水樋門に行くのに等々力の道が冠水していて近づけなかったとありますけれ

ども、私の理解では多摩堤通りを通って行けば必ず行けると思います。多摩堤通りでは９

時か10時ぐらいまで、消防士の方とかいろんな方たちが作業していました。そこから行け

ばまず到達できると思います。 

 あと、風に関して、上沼部と等々力の距離感は、地図上で見ると恐らく１キロ離れてい

ないです。１キロ離れていない中で、ここだけ強風が吹くということはあり得ないと思い

ます。突風は吹くかもしれませんけれども、強風が吹き続けることはあり得ないと思いま

す。したがって、風で閉められなかったというのは、１回目のトライで閉められなかった

かもしれませんが―質問です、何回閉めに行きましたか。そのときに、何人体制で、誰

がどのくらいの閉める努力をしていただきましたか。 

 こちらの最後の質問は、この水門に関して管理責任と実行責任はどこにありますか。操

作責任は世田谷区にあると説明を受けましたけれども、管理責任―ここで言っている管

理とは計画と統制です。どういう計画でここの操作をやっていくのかというプランを立て

て、統制とは計画どおりに物がいかないときに、それをどうするかという人の判断が入り

ます。それが統制です。その責任を負っているのはどこなんですか。たしか大雨警報が出

ていたのが24時間以上前の11日の３時46分から、ここの水門が閉められないまでの間、何

らかのアクションをとったと思います。どのアクションをとったのか、それがいわゆる管

理責任であり、操作責任をしている方たちの職務だと思っています。 

 いっぱい質問しちゃいましたが、あくまでもファクトをちゃんと理解したいというとこ

ろで、ファクトがしっかり理解できない限り、次の手を打っても無駄骨になりまので、し

っかりとご説明をお願いいたします。 

○土木部長 質問を分けてお答えさせていただきます。まず、私から２点です。 

 まず、下水道局は要因等について区に確認しているかということで、これは私どもが下

水道局から委託を受けて水門の操作をしているという状況でございまして、当日の状況に

ついては下水道局に報告してございます。毎日とは言いませんが、連日のように下水道局

とは情報連絡をとってこれまで進めております。また、大田区の説明についてですけれど

も、実は私も大田区の説明会、11月24日、皆さんが今お座りの席の中の一人として参加し
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てございました。資料も全部見ていますし、ビデオも見ております。そういうことで、資

料については庁内に持ち帰って共有してございます。 

 あと１点、多摩堤通りは通れるじゃないかというお話ですけれども、多摩堤通りは当日

強風のため通行止めと。通行止めでも我々の車は通ろうと思えば通れると思うんですけれ

ども、何分多摩堤通りは場所からいって、今回の台風は南風が吹いておりますので、自動

車で通ることによって、暴風雨があれば吹き飛ばされる危険があるということで、車の通

行は非常に危険が伴うという状況でございます。 

○工事第二課長 では、等々力排水樋門につきまして、私、工事第二課長の筒井と申しま

すが、ご説明します。 

 私どもは、等々力排水樋門については２回ほど確認してございます。こちらについては

先ほども説明がございましたように、私どもはできるだけ内水氾濫を起こしたくないとい

うことがありますものですから、逆流の兆候なり何なり、あるいは堤内地にあふれてきた

といった段階で初めて閉めると考えてございます。したがいまして、事前に閉めるという

ことになると、明らかに内水氾濫が起こるという前提は、私どもとしてはできませんの

で、何らかの兆候があって初めて閉めるということですので、その２回のほうについては

残念ながら閉めてございません。 

 その後、私どもといたしましては、谷川排水樋門も近くにございます。これを20時ごろ

に閉めまして、20時30分ぐらいまでそこに近づこうといろいろ努力したところでございま

す。先ほど出ました多摩堤通りにつきましては、私どものポンプもございますし、東京都

で谷沢川の排水もやっていたということもあって、完全に車が通れなかったということか

ら、ぐるっと環八のほうまで回ったりいろいろ努力はしたところではあったんですが、残

念ながら阻まれまして、先ほど言いました強風とか、あるいは規制もしくは周辺の冠水に

よりまして断念したということでございます。 

 あと、下水道局との確認でございますが、下水道局がポンプの所有者でございまして、

私どもについては受けて管理させていただいているということでございます。 

 責任につきましては、操作のほう、委託についての責任は当然ございますし、施設の管

理者という立場では下水道局の管理の責任はございますので、そこということになりま

す。以上でございます。 

○区民８ 私も大田区民の田園調布に住んでおります●●●と申します。 

 今の等々力排水樋門―水門が閉められなかった、到達できなかったということなんで
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すけれども、そうすると、今、ご質問がそこしかなかったんですが、つまり退去はしてい

なかったということでよろしいんでしょうか。そこは後で閉めればいいということでほか

を回られたのかわかりませんけれども、通常ですと、大田区に限っては水門のところでポ

ンプの排水作業ですとかいろいろとされていて、40人体制で行っていたということだった

んですが、等々力排水樋門に関してはその間放置してあって、時間になったら閉めに行く

という段取りでやっていらっしゃったということでよろしいでしょうか。 

○工事第二課長 等々力排水樋門のほか、私どものほうは下野毛、谷川をそれぞれ持って

いまして、特にあふれる傾向が強いという谷沢川のところでございますと玉川排水の水門

並びに下野毛のところには、実体として待機しているところでございます。等々力につき

ましては実績等からパトロールという形で、近くということで確認しながらということで

常駐はしてございませんでした。以上です。 

○土木部長 ちょっと補足させていただきます。上沼部排水樋門については、操作は堤内

地側、要は住宅地側でできる施設になっています。住宅地側、あとは前面の川側というん

でしょうか、両方に操作の場所がございまして、大田区の職員については住宅地側で操作

していたと聞いております。ここについては、誠に残念ながら住宅地側で操作する場所は

全くなくて、今、赤い点でお示ししている川の中に入ってここで操作するしかない。小屋

があるわけでもないし、下は濁流が流れていますので、こういう場所の操作という状況で

ございます。 

○区民９ 玉堤１丁目の●●●●と申します。３点ほど質問したくお願いします。 

 まず１点目ですけれども、自治体の建築許可についてなんですけれども、先ほど土木部

長からも、川の近くで、特にハザードマップで浸水の危険があるところは止水板ですとか

―私はマンションに住んでいまして、今回、マンションの地下が冠水して、１階は床上

浸水ということで甚大な被害がありました。先ほど土木部長からも、建てるときは止水板

を設置するですとか、貯水槽をつけるとか言われていましたけれども、そもそも自治体と

して建築許可をするときに、今は建築基準法に合致しているかしか見ていないと思います

けれども、そういった周辺環境を考慮して、例えば規制を設けるなどして地下室は造らな

いですとか、機械室は２階以上に設けるですとか、止水板を設けるとか、いろんな規制が

ないと、浸水に対する十分な安全の対策がない場合は許可しないような規制を設けておく

必要があったんじゃないかと思っています。それについてのお考えというか、責任、今

後、そういうのを規定として設けるかをまず１点目、お聞きしたいと思います。 
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 ２点目は、マンションの共有部分なんですけれども、これは武蔵小杉のタワーマンショ

ンとかでも今話題になっていますけれども、マンションの地下というのは機械室ですとか

電気室ですとか、重要な機械が集中していまして、今回、こちらのマンションも駐車場に

使っていれば消防設備なども設置してあったので、冠水ですから甚大な被害になっていま

す。全部取りかえると億単位とかで交換して、それを住民で割ると１人当たり何百万とい

う負担になるんです。今、り災証明書上、躯体が頑丈であればマンションは頑丈ですか

ら、そこが壊れていないと、それだけ甚大な被害があっても一部損壊とか、その程度にし

かならなくて結局支援の対象外になっていて、特に１階の人とかは自分の専有部も被災し

ていて、かつ共用部でもそれだけの負担になると二重の負担になるので、り災証明書では

基準に当てはまらないけれども、実際には甚大な被害を受けて、共用部といっても最終的

には専用部の人が割って負担しているので、そのあたりの支援を考えていただきたいとい

うことが２点目です。 

 ３点目は、今後、再発防止策としてできることは、今から機械室を上に上げるというの

は現実的には難しいので、止水板を設置するということがありますけれども、この辺の設

置費用の補助というのは、今、いろいろな自治体でも、北区とか板橋区、品川区とかでも

止水板設置の補助というのは何年も前からあるみたいですけれども、今後、世田谷区とし

て補助のお考え方を一言お願いします。 

○土木部長 １点目の質問について、私からお答え申し上げます。 

 建築許可の関係です。規制を設けられないかという話でございます。私ども世田谷区と

しましても、今回の浸水被害を大変重く受けとめておりまして、確かにお話をいただきま

したとおり、地下に機械室があるとか、そういうところは甚大なマンションの被害をこう

むったということは私も重々承知してございます。今回の台風被害を契機に、これはこの

場で何ということはお話しできないんですが、今後、建築部門も含めて内部でしっかり検

討させていただきたく考えております。１点目は以上でございます。 

○豪雨対策推進担当参事 私からは、最後のご質問の止水板の設置助成制度の件について

お答えさせていただきます。 

 止水板については、ご存じかもしれませんけれども、比較的簡易なものから、建物の躯

体の大規模に改修するような大がかりなものまで、さまざまなものがあろうかと思いま

す。そういったこともございますので、制度の創設を考える上で、助成金の交付の要件だ

とか金額の上限だとか、そういったものの内容をさまざま検証しないといけないと思いま



30 

 

す。先ほどご質問の中でも板橋区というお話もありましたけれども、他の自治体の状況だ

とかも確認しながら、あと、東京都とか関係機関とも確認しながら検討していきたいと思

います。 

 ただ、今、板橋区というお話がありましたけれども、幾つかの自治体で聞いたことが過

去にあったんですけれども、地下だとか半地下の居室だとか駐車場は対象にしないないと

いった自治体も確かあったようでありますので、その辺はどうなのかということも慎重に

検討しないといけないと思います。いずれにしても、今後検討していきたいと思います。

以上でございます。 

○防災推進担当副参事 危機管理室の副参事の河野と申します。 

 ２点目のご質問、そもそもご質問にあったとおり、今回のり災証明の判定というのが躯

体に大きな損傷がないとなかなか被災の程度が上がらないということで、国の制度ですと

か、東京都と区で今回新たな支援制度を設けますけれども、そういった制度の中でも、皆

さんに支援できる修繕費とかが判定の内容によっては上がっていかないということもござ

いまして、そこは大変申し訳なく思っております。 

 新たな支援制度を区でということは今の段階ではまだ考えていないんですけれども、今

後、そういった被災の程度に応じた支援というのは、今回、東京都でも新たな追加の制度

をいろいろ出されていますので、そういった中で、区でもそれに上乗せした制度が考えら

れるかどうかは考えていきたいと思っています。現状のところでは、申し訳ございません

が、先ほど説明した制度しかございません。 

○区民10 玉堤１丁目、●●●●と言います。 

 今回、甚大な本当に大変な被害を受けたわけですけれども、不安なことは来年もこうい

うふうになるんではないかということなんです。それで、委員会の話が出ましたけれど

も、２月に中間報告、６月に最終報告ですか、慎重にというか、きっちりやるべきことを

やるというのは重要なことだと思うのでやっていただきたいんですけれども、６月になっ

てから手を打っていたら、来年の同じごろの時期に間に合わないかもしれないという不安

があります。したがって、まず第一に、最終報告とかを待たずにすぐ打てる手は打ってい

ただきたい。補償とか何とかは時間の問題というよりは内容のほうが重要なんでしょうけ

れども、具体的に災害が起きないようにどうするかというところはできるだけ早くやって

いただきたい。ついては、２月に中間報告ということであれば、その中間報告の内容を

我々にもこういう説明会のような場で説明していただけないでしょうかという質問です。 
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○土木部長 ただいまのご質問にお答え申し上げます。検証委員会は、冒頭でもご説明し

ましたとおり、今回の浸水被害のメカニズム等々、どんな形でというのはいろんなシミュ

レーションもありますけれども、そういう形で検証していくということでございまして、

最終的な進め方はまだ確認がとれていない段階でございます。いずれにしましても、大変

恐縮なんですけれども、シミュレーションをやるにしても一定期間かかりますので、先ほ

どご説明申し上げました来年の６月ごろを目標に進めて参ります。その一方で、すぐ打て

る手は打つということでございますけれども、もちろんこれは進めてまいります。既に

我々も再度今回の浸水被害の対策について、例えば二子玉川では土のうがちょっと足らな

かったとか、さまざまな要因が見えていますので、こういうことについてすぐ打てる手は

打つということです。 

 その１つの例として、先ほどマンションの被害もあったと思うんですけれども、今回、

玉堤とか野毛のエリアの中では規模の大きな建物の地下室が浸水して、その水をくみ上げ

るときに、我々区で持っているポンプは非常に小さなポンプでなかなかくみ上げができな

かった、２日も３日もかかった。３日ぐらい中にはかかっているものがございますけれど

も、これは最終的には議会の議決を得てということになるんですけれども、大型のポンプ

車を来年度までに購入する予定を今してございまして、例えば、この後、仮に万が一そう

いう浸水被害があったとしても、今回よりはスムーズな対応ができると。例えば、今の事

例１つでもそうですけれども、そのほか複数の対応策を今検討を進めているところでござ

います。以上でございます。 

○区民10 質問は、説明会を２月にやっていくということですけれども。 

○土木部長 すみません、説明会を忘れていました。検証結果でございますけれども、こ

れは……。 

○区民10 検証結果もあるけれども、次の季節までにどういう対策を具体的に打つのか。

だから、その中間報告も含めて聞きたいわけです。決定、決めるだけじゃなくて、どうい

う体制になっていて、ここまでは今できていて、ここから先はもう少しかかりますとか、

そういう事実をきちんと教えていただきたいということなんです。 

○土木部長 検証結果の報告でございますけれども、中間と最終がございます。中間は中

間で何らかの形で、また、最終についてもどういう形で皆様にお伝えするかについては庁

内で検討してまいります。 

○区民10 何らかの形ということではなくて、例えば、この場で説明会をやりますという



32 

 

ことは言えないんですか。ここに責任者の方はいらっしゃるでしょう。 

○土木部長 説明会も選択肢の１つでございますけれども、検証結果の状況、また内容に

応じたお示し、ご説明の仕方があると考えておりますので、そういう形で今後検討してま

いります。 

○区民10 そういう形というのはどういうことなの。具体的に説明会をするのかしないの

かということ。 

○土木部長 説明会は選択肢の１つでございます。 

○区民10 やらない可能性が高いかもしれない。 

○土木部長 選択肢の１つです。 

○区民10 あなたは、やらないかもしれないと言っているのね。 

○土木部長 やるかやらないか、現段階では決まっていないということでございます。 

○区民10 いつ決めるのですか。 

○土木部長 結果が出る段階で、どういう形でというのはしっかりと考えてまいります。 

○区民10 では、いつまでに結果を出すのですか。 

○土木部長 これは先ほど申し上げました６月ごろを目標としております。 

○区民10 中間でもいいんだけれども、６月に結果が出てやっていると間に合わないかも

しれないというのが不安なわけです。それに対してどうやって応えるんですか。そういう

質問に対してあなたはお役所的な回答しかしていない。 

○土木部長 まず、２月の段階では、こういうような説明会というのは想定してございま

せん。どこまでお示しできるかというのは、２月といいますと今から２カ月後でございま

すので、それほど最終的な形まではできないと思うんですが、今回、皆様にご説明した以

上の内容でご報告できるようにしたいと考えております。最終的な反映でございますけれ

ども、これは検証結果の内容によってどういうふうに反映するかというのはさまざまな手

法がございますので、今の段階でこうだというのはなかなか言えない状況でございますの

で、その点はご理解いただきたく存じます。 

○司会 では、時間も押していますので、その後、こちらで個別のご相談も受けますの

で、とりあえずこの会においてはあと２名の方の質疑応答で終了させていただきます。 

○区民11 玉堤２丁目の●●●と申します。 

 今の方のご質問の答えに対して、実際に被害に遭われていないので、お役所の方はわか

らないと思うんですが、被害に遭った私たちからすると、来年の６月には台風が来てまた
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怖い思いをするのかと、皆さんそう思っていらっしゃると思います。例えば、今回、内水

氾濫を起こしてしまった用水路なり川なりの周りに大きな土のうを積むだとか、そういう

すぐにできる対応をまず考えていただきたい。検証を６月までやっていて、それから対策

をとってああだこうだやっていたのでは、もう６月に台風が来るかもしれないんです。私

たちはずっとびくびくしながら過ごさなくちゃいけないことになるんです。少しでも、何

でもいいんです。何かしら手を打つ、対策を考える、そういう方向性は全くないんでしょ

うか。 

○副区長 副区長の岡田でございます。 

 先ほど来のお話に対してご答弁申し上げますけれども、この11月、12月にありました区

議会でもさまざまなご指摘がありまして、すぐに手を打つべきものと時間がかかるもの、

それぞれありますが、お話しのとおり、来年の出水期までにできることはともかく早くや

るということで、今回も補正予算で対応している部分と、それから来年度予算に反映させ

るということで準備している部分がございます。土のうの確保、あるいは多摩川の無堤防

地域の対応、無堤防地域についてはもう整備の予定が立っておりまして、京浜河川事務所

で工事していただける予定になっておりますけれども、時間がかかります。時間がかかり

ますので、その間に同じことがあったらまた溢水してしまうということはあり得ます。で

すから、今現場を見ていただくとおわかりになるかと思いますけれども、非常に大きな土

のうがサイドに積まれておりまして、あれは京浜河川事務所が管理しているんですが、あ

の高さに準じた形で何らかの措置ができるような体制をとろうと、それは来年の出水期ま

でにとろうということは準備を進めているところです。 

 それから、先ほど来ずっとお話が出ておりました樋門、樋管の問題も反省すべきところ

が多々ございます。先ほど関根土木部長が説明しましたけれども、要するに遠隔操作がで

きない状態、あそこに行かなければ操作できないという状態は解消しないと同じことが起

きます。ですから、これは至急やりたいということで、時間がかかるのかかからないのか

も含めて京浜河川事務所と調整してまいります。また、排水ポンプは先ほど申し上げたと

おりです。大型のポンプを用意するということで今準備を進めてございます。また、避難

所開設についても、きょうは余りご指摘が出ませんでしたけれども、五月雨式に開設して

いった中で大変ご迷惑をおかけしたと反省しております。これについても体制はすぐにと

りたいと思っております。また、防災無線を含めて何を言っているんだか聞こえなかった

というご指摘も大変たくさんいただいておりますので、皆様のところに情報がちゃんと届
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く方法をしっかりととっていきたいと考えているところでございます。さまざまな方法が

あると思っております。また、検証委員会の検証結果がなければ対策がとれないというこ

とではございませんので、それ以前にできることはちゃんとやってまいりますが、検証委

員会の結果につきましては、ご指摘の説明会のようなことも含めてしっかりと皆様に結果

をご説明できるように、私どものほうで体制をとって参ることは約束させていただきま

す。以上です。 

○区民12 野毛３丁目の者です。 

 うちは水門を閉められた上で浸水しています。今回の問題を聞いていると、水門を開け

ていても閉めていても浸水が起きています。これが大問題だと思います。私が行政に何回

か問い合わせた際に、今回、野毛エリアに関して聞きましたところ、水門を閉めた後、実

際に水が当然住宅街にあふれているので、当初は排水ポンプで多摩川のほうに排水作業を

していたと。ただ、避難勧告が出たので世田谷区がその作業を中止して逃げたと聞きまし

た。その後、実際15分ほどで一気にうちのエリアは膝上、最終的に腰の高さまで浸水しま

した。このことに関しても、一切住民は知りませんでした。排水作業をしていたこと、水

門を閉められたことを一切知らなかったので、うちのマンションの人、１階住民、周りの

エリア、みんな逃げ遅れました。はっきり言って見殺しにされたと思っています。こうい

ったことを今後もされるおつもりなのか、どういうことなのか。 

 また、来年に向けて、心のこもった回答が全然いただけていません。ここにいる住民の

方は世田谷区とさんざんやりとりをされたと思いますけれども、対応していて、本当に心

を感じません。皆さん、人ごとですよね。どんな思いをして皆さんは過ごされてきたか、

来年の夏、どれほどの恐怖を感じて今ここに来ているのか、ちゃんと回答をお願いしま

す。 

○副区長 今のご指摘を重く受けとめさせていただきます。私どもとしては、今回の台風

に当たって必死にやってきたつもりですけれども、いたらない点がたくさんあったという

ことは事実でございまして、これは問題点を１つ１つこなして、しっかりとした対応をし

ていきたいと思います。そして、今お話のありましたように、この樋門、樋管というのは

閉めれば内水氾濫の可能性が出る。開けたままにしておくと、場合によって多摩川からの

逆流で被害が大きくなる可能性があるということで、非常に微妙な判断が必要なんですけ

れども、そうしたことについて、周辺にお住まいの皆様にこれまで情報がちゃんと伝わっ

ていなかったこと、そしてまた、これから閉めます、あるいは開けますということについ
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て、皆様に情報がちゃんと伝わらなかったことは課題だと思っておりますので、この辺に

ついてはしっかりと対応していきたいと思っております。どういう方法ができるのか、今

検討しているところでございます。以上です。 

○司会 それでは、時間になりましたので、この後10分ほど時間を挟みまして、４時15分

から、会場前方のほうで個別の相談をお受けいたします。また、お配りの質問用紙に記入

して職員に渡していただければ、後日回答いたしますのでよろしくお願いします。 

 では、最後に閉会を支所長から。 

○玉川総合支所長 きょうは、年末のお忙しいところ、また、お寒い中、説明会にご参加

いただき、ありがとうございました。皆様からいただいたご意見を踏まえて、これから水

防対策をしっかりやって参りますので、今後ともご支援、ご協力を賜れば幸いでございま

す。本日は、誠にありがとうございました。 

○司会 以上で説明会を終了いたします。長時間にわたりありがとうございました。 

午後４時５分 閉会 

 


